
平成２６年 第３回 筑紫野市議会定例会（９月） 

提出議案について 

 

 平成２６年 第３回 筑紫野市議会定例会（会期：８月２９日から９月２４日まで）に次の

議案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

諮問第４号 ⼈権擁護委員の推薦につき意⾒を求めることについて 

現委員であります⻄川和義⽒が平成２６年１２月３１⽇をもって任期満了となりますので、引き続

き、⻄川和義氏を推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意⾒を求めるもの

です。 

認定第１号 平成２５年度筑紫野市⼀般会計歳⼊歳出決算の認定について 

今回提案しています一般会計及び特別会計決算につきましては、地方自治法第 233 条第３項の規

定に基づき、監査委員の意⾒をつけて、議会の認定に付すものです。 

歳入決算額は、３３３億８千９５５万１９４円、これに対します歳出決算額は、３２０億５千６７

５万３千９０７円です。これを差し引きしました形式収支は、１３億３千２７９万６千２８７円の⿊

字となっています。 

認定第２号 
平成２５年度筑紫野市国⺠健康保険事業特別会計歳⼊歳出決算の認定につ

いて 

歳入決算額は、９６億７千１４９万７１１円、これに対します歳出決算額は、９５億４千３４８万

５６６円です。これを差し引きしました形式収支は、１億２千８０１万１４５円の⿊字となっていま

す。 

認定第３号 
平成２５年度筑紫野市住宅新築資⾦等貸付事業特別会計歳⼊歳出決算の認

定について 

歳入決算額は、２千１０５万２７３円、これに対します、歳出決算額は、６４６万５千６９１円で 

す。これを差し引きしました形式収支は、１千４５８万４千５８２円の⿊字となっています。 

認定第４号 
平成２５年度筑紫野市奨学資⾦貸与事業特別会計歳⼊歳出決算の認定につ

いて 

歳入、歳出決算額ともに、４６９万９千３１９円となっています。 



 認定第５号 平成２５年度筑紫野市介護保険事業特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳入決算額は、５４億３千８２８万２千７５５円、これに対します歳出決算額は、５３億２千２４

２万８千２２６円です。これを差し引きしました形式収支は、１億１千５８５万４千５２９円の⿊字

となっています。 

認定第６号 
平成２５年度筑紫野市後期⾼齢者医療事業特別会計歳⼊歳出決算の認定に

ついて 

歳入決算額は、１９億６千３２６万７千４４４円、これに対します歳出決算額は、１９億２千７３

６万８千７４０円です。これを差し引きしました形式収支は、３千５８９万８千７０４円の⿊字とな

っています。 

認定第７号 
平成２５年度筑紫野市農業集落排⽔事業特別会計歳⼊歳出決算の認定につ

いて 

歳入、歳出決算額ともに、２億１千９５２万９千３９８円となっています。 

認定第８号 平成２５年度筑紫野市⼟地取得事業特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

 歳入、歳出決算額ともに、４億６千６４５万８千８６２円となっています。 

認定第９号 平成２５年度筑紫野市二日市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

歳入、歳出決算額ともに、２９８万４千８２２円となっています。 

認定第１０号 平成２５年度筑紫野市御笠財産区特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳入決算額は、１千２９３万８千７１０円、これに対します歳出決算額は、８７９万４千１０８円

です。これを差し引きしました形式収支は、４１４万４千６０２円の⿊字となっています。 

認定第１１号 
平成２５年度筑紫野市平等寺⼭財産区特別会計歳⼊歳出決算の認定につい

て 

歳入決算額は、３千５５２万３千５８２円、これに対します歳出決算額は、３千２５７万５千４０

８円です。これを差し引きしました形式収支は、２９４万８千１７４円の⿊字となっています。なお、

この財産区の決算認定につきましては、御笠財産区は８月１９日に、平等寺山財産区は８月２０日に、

二日市財産区は８月２１日にそれぞれの管理会が開催され、同意を得ています。 

 

 



認定第１２号 平成２５年度筑紫野市⽔道事業会計剰余⾦の処分及び決算の認定について 

本件と次の件は、平成２５年度筑紫野市水道事業会計及び下水道事業会計の決算に伴い、地方公営

企業法第３２条第２項の規定に基づき、各会計の剰余⾦をそれぞれ剰余⾦処分計算書（案）のとおり

処分し、併せて同法第３０条第４項の規定に基づき、各会計決算を別紙監査委員の意⾒をつけて、議

会の認定に付すものです。 

平成２５年度筑紫野市水道事業会計剰余⾦の処分については、未処分利益剰余⾦３億６千７３４万

４千２８４円のうち３５７万４千円を減債積⽴⾦に、３千５７３万９千円を建設改良積⽴⾦に積み⽴

て、残余の３億２千８０３万１千２８４円を繰り越すものです。 

また、平成２５年度水道事業会計決算については、収益的収支では、収入総額１７億１千８５０万

３千９７７円、支出総額１６億４千７０２万４千４２９円で、７千１４７万９千５４８円の純利益が 

生じており、資本的収支では、収入総額１億９千８５８万７千円、支出総額６億７千８３５万８千６

９５円で、資本的収入が資本的支出に不⾜する額は、過年度分損益勘定留保資⾦等で補填しておりま

す。 

認定第１３号 平成２５年度筑紫野市下水道事業会計剰余⾦の処分及び決算の認定について 

平成２５年度筑紫野市下⽔道事業会計剰余⾦の処分については、未処分利益剰余⾦３億７６５万７

千６９４円のうち２６３万４千円を減債積⽴⾦に、２千６３３万７千円を建設改良積⽴⾦に積み⽴

て、残余の２億７千８６８万６千６９４円を 繰り越すものです。 

また、平成２５年度下水道事業会計決算については、収益的収支では、収入総額１７億４千５７３

万６千８１円、支出総額１６億９千３０６万５千６３円で、５千２６７万１千１８円の純利益が生じ

ており、資本的収支では、収入総額１１億９千２５７万３千５４０円、支出総額１８億５千１１７万

５２５円で、資本的収入が資本的支出に不⾜する額は、過年度分損益勘定留保資⾦等で補填しており

ます。 

報告第１１号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

を⾏っておりますので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。 

内容は、平成２６年６⽉６⽇、筑紫野市⼤字原において発生した、公⽤⾞の事故により、相手方敷

地内の水道メーターカバーを、損傷させたものです。当事故に伴います損害賠償額について、３万９

千４２０円で、示談協議が整いましたので、平成 26年７月４日付で専決処分を⾏ったところです。 



報告第１２号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

を⾏っておりますので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。 

内容は、平成２５年１１⽉８日、市役所本館１階において発生した、市⺠課前ロビー設置の、イス

の破損事故により、相手方が負傷されたものです。当事故に伴います損害賠償額について、３６万２

千９４４円で、示談協議が整いましたので、平成２６年７月８日付で専決処分を⾏なったところです。 

報告第１３号 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく平成２５年度筑紫野市

健全化判断⽐率及び資⾦不⾜⽐率の報告について 

本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成２５年度決算における健全化判

断⽐率及び資⾦不⾜⽐率につきまして、監査委員の審査に付し、その意⾒を付けて報告するものです。

健全化判断⽐率のうち、実質⾚字⽐率につきましては標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字額

の⽐率であります。本市におきましては、実質赤字額はありません。 

 次に連結実質⾚字⽐率についてでありますが、この⽐率は標準財政規模に対する公営企業を含めた

本市の全会計の実質赤字の合計額の⽐率であります。本市においてはすべての会計において実質収支

は、⿊字であり、連結実質赤字額はありません。 

 次に実質公債費⽐率についてでありますが、この⽐率は標準財政規模を基本とした額に対する一般

会計等における地方債の元利償還⾦及び公営企業や一部事務組合等を含む地方債の元利償還⾦の本

市の負担額の⽐率であります。 

平成２５年度の⽐率は１１．３％となり、早期健全化基準の２５％を下回ったものとなっておりま

す。 

 次に将来負担⽐率についてでありますが、この⽐率は、標準財政規模を基本とした額に対する本市

のすべての会計及び一部事務組合、土地開発公社などの市が設⽴した法人まで含めた将来負担額の比

率であります。平成２５年度の⽐率は１９．８％となり、早期健全化基準の３５０％を下回ったもの

となっております。 

 次に資⾦不⾜⽐率についてであります。この⽐率は本市が経営する公営企業の事業規模に対する資

⾦不⾜額の⽐率であります。本市の水道事業会計、下水道事業会計、農業集落排⽔事業 特別会計と

もに資⾦不⾜はありません。 

 以上が平成２５年度決算に基づく健全化判断⽐率及び資⾦不⾜⽐率についての報告です。 



報告第１４号 筑紫野市土地開発公社事業等の報告について 

⼀般庶務事項は、平成２５年度に理事会を２回開催し、４件の議案について審議がなされ、全て原

案のとおり可決されたところです。 

 また、特例に関する規程の制定に伴い、定款第１９条第３項に基づき書面において、賛否を求めた

ところ全役員に承認をいただいています。 

 役員につきましては、４⽉に常務理事、５月に理事の変更があっています。 

 取得事業につきましては、平成２４年度から予算繰越としておりました、都市計画道路次⽥⼤門線

事業は、筑紫野市が直接買収を⾏うこととなりました。  

 次に、事業計画の執⾏状況は、取得につきましてはございませんでしたが、処分につきましては、

台帳番号６５番の「市道上原田線道路改築事業」につきまして、６６０㎡を２，８６１万２，９８３

円で市へ売却しています。 

 次に、財務の状況は、平成２５年度は「市道上原田線道路改築事業」の⽤地処分を⾏い、当期純損

失が４４７万円となり、準備⾦合計は３億２，９５８万４千円となっています。 

 借⼊⾦の期末残⾼につきましては、⾦融機関からの短期借⼊⾦４億９，３９２万２千円、⻑期借⼊

⾦ 1５億２，７６８万５千円となっており、前年度⽐で２，０２７万７千円の減となっています。 

 保有土地につきましては、期首残高２３億４，９７１万７，０１４円に対し、当期増加高９９５万

９，７２５円、当期減少⾼２，７４２万３，５２６円となりましたことから、平成２５年度期末残⾼

２３億３，２２５万３，２１３円となっています。 

 また、平成２５年度筑紫野市土地開発公社決算の監査報告につきましては、本年５⽉２０⽇に監事

による監査が実施され、内容は適正であることの報告を受けています。 

報告第１５号 公益財団法人筑紫野市文化振興財団事業等の報告について 

⽂化振興財団の事業につきましては、筑紫野市より指定管理者として受託しております筑紫野市⽂

化会館の運営に伴うものです。 

まず、⽂化会館の利⽤状況です。合計⼊場者数は１１万０，０６１⼈、使⽤料は２，５８２万８，

１００円です。 

なお、使⽤料につきましては、公的使⽤は減免制度があり、その減免額が１，４９８万０，８７０

円となっており、実質の納入額は１，０８４万７，２３０円です。 

次に、公演事業の状況です。公演事業については、２５年度のテーマを「『つなぐ』〜⼈と⽂化を



つなぐ 感動のこころをつなぐ 明⽇へ〜」とし、その具体化のため「筑紫野市ふるさと親善⼤使 ⽴

川⽣志落語会」「森⼭良⼦アコースティックコンサート」など１９事業を開催いたしました。 

公演事業の⼊場者率です。平成２５年度は座席数に対しまして、９６．７％の⼊場者率となってお

ります。 

続きまして、決算の状況です。公益財団法⼈への移⾏に伴う会計基準の変更により、公演事業の全

てと文化会館の公益目的での貸与に関する「公益目的事業会計」、文化会館の公益目的外での貸与及

び物品販売⼿数料の収⼊に関する「収益事業等会計」、財団の組織運営に関する「法⼈会計」に分か

れた計算書となっています。 

⾦額については、今年度から消費税抜額での経理になっております。 

まず経常収益合計は、８，０８５万４，８９４円です。収入の主なものは、筑紫野市からの指定管

理受託収⼊７，４２８万５，７１４円です。 

次に、経常費用についてですが、経常費用合計は７，７９３万３，４０５円です。その主なものは、

公益目的事業会計の事業費５，５６６万９１８円で、公演事業及び清掃等に関する委託費、人件費、

施設の光熱水費等です。 

収⼊から⽀出を引きました当期経常増減額は２９２万１，４８９円となり、これが当年度の収⽀と

なるものです。 

これに一般正味財産期末残高２，０３５万８，８０８円と指定正味財産期末残高１，５００万円を

加えますと３，５３５万８，８０８円となりまして、この額が財団の正味財産期末残高となるもので

す。 

議案第４０号 
筑紫野市営住宅条例及び筑紫野市重度障害者医療費の⽀給に関する条例の

⼀部を改正する条例の制定について 

    本件は、中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の⾃⽴の支援に関する法律の⼀部を 

改正する法律の施⾏に伴い、引用する法律名を変更するため、条例の⼀部を改正するものです。 

議案第４１号 
筑紫野市ひとり親家庭等医療費の⽀給に関する条例の⼀部を改正する条例

の制定について 

    本件は、中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の⾃⽴の支援に関する法律の⼀部を

改正する法律及び次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等

の一部を改正する法律の施⾏に伴い、引用する文言を改めるため、条例の⼀部を改正するものです。       



議案第４２号 筑紫野市福祉事務所設置条例の⼀部を改正する条例の制定について 

本件は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を

改正する法律の施⾏に伴い、引用する法律名を変更するため、条例の⼀部を改正するものです。 

議案第４３号 
筑紫野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について 

本件は、子ども・子育て支援法の 規定に基づき、特定教育・保育施設の運営に関する基準及び特

定地域型保育事業者の運営に関する基準を定めるため、本条例を制定するものです。    

議案第４４号 
筑紫野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について 

    本件は、児童福祉法の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるた

め、本条例を制定するものです。 

議案第４５号 筑紫野市いじめ防⽌等対策推進条例の制定について 

本件は、本市におけるいじめ防止等のための対策を推進するため、国の「いじめ防止対策推進法」

の規定に基づき、筑紫野市における基本方針の策定や 附属機関の設置を⾏うため、本条例を制定す

るものです。         

議案第４６号 平成２６年度筑紫野市⼀般会計補正予算（第２号）について 

歳出予算は、公共施設等整備基⾦へ３億１千３０８万７千円また、成人用肺炎球菌ワクチン、水痘

ワクチンの定期接種化の業務委託料４千４５９万９千円、がん検診受診率向上のための検査業務委託

料９９７万１千円の増額や、筑紫駅⻄⼝⼟地区画整理事業進捗による１億５千６４９万７千円及び同

事業区域内の文化財発掘調査事業２千１２７万９千円の増額などを⾏うものです。 

歳入予算は、地方交付税１億５千６７８万７千円、ふるさと応援寄附⾦２千６８万５千円、前年度

繰越⾦５億２千６１７万４千円の増額、また、社会資本整備総合交付⾦９千５６７万２千円などを減

額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６億１千８５４万８千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３２３億６千９４７万６千円とするものです。 

また、債務負担⾏為の補正は、追加の場合で３件の５億９千３１８万８千円、一部事務組合分とし

て２件の３億５千７２９万５千円を計上しています。 

地方債補正は、変更の場合として２件の３千４４４万２千円を減額し計上しています。 



議案第４７号 
平成２６年度筑紫野市国⺠健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

歳出予算は、臨時職員賃⾦１２４万２千円の増額、⽼⼈保健医療費拠出⾦５０万円の減額などする

ものです。 

歳入予算は、国⺠健康保険税滞納繰越分の２千１４２万９千円などを増額、財政調整交付⾦１千６

７３万８千円などを減額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５８０万８千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を９７億４千２５７万２千円とするものです。 

また、債務負担⾏為として、１件の１３５万１千円を計上しています。 

議案第４８号 平成２６年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

歳出予算は、県⽀出⾦返還⾦１３４万６千円、予備費１億１千３９４万２千円などの増額、歳入予

算は、前年度繰越⾦１億１千５８５万３千円などを増額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億１千７２５万５千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を５８億１４０万２千円とするものです。 

また、債務負担⾏為として、１件の６４万６千円を計上しています。 

議案第４９号 
平成２６年度筑紫野市後期⾼齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

歳出予算は、福岡県後期⾼齢者医療広域連合への負担⾦９千４４４万円を減額、予備費として７２

万９千円を増額するものです。 

歳入予算は、特別徴収保険料９千１４１万１千円の減額、前年度繰越⾦３千５８９万７千円の増額

などをするものです。 

このため、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ９千３７１万１千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を２０億４千４６４万１千円とするものです。 

 


